業務委託契約書

新潟県（以下「甲」という。）と、○○○（以下「乙」という。）とは、令和８年度安定ヨウ素剤事前配布説明会開催に係る会場運営業務について、次の条項により委託契約を締結する。

　（目的）
第１条　甲は、次の業務（以下「業務」という。）を乙に委託し、乙はこれを受託する。
（１）業務の名称　令和８年度安定ヨウ素剤事前配布説明会開催に係る会場運営業務
（２）業務の内容　別紙仕様書のとおり

　（実施の方法）
第２条　乙は、業務をこの契約及び仕様書に基づき誠実に実施しなければならない。

　（委託期間）
第３条　業務の委託期間（以下「委託期間」という。）は、契約締結日から令和８年
　12月25日までとする。

　（委託料）
第４条　業務の委託料（以下「委託料」という。）の額は、金　　　　円（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　金　　　　円）とする。
２　前項の「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法（昭和63年法律第108号）第28条第１項及び第29条並びに地方税法（昭和25年法律第226号）第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託料の額に110分の10を乗じて得た額である。

　（契約保証金）
第５条　この契約に係る契約保証金は、契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。

　（権利の譲渡等の制限）
第６条　乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。

　（再委託の制限）
第７条　乙は、業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときは、この限りではないが、再委託者から更なる再委託は行わないものとする。

　（特許権等の使用）
第８条　乙は、業務の実施に当たり特許権その他第三者の権利の対象となっている方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

　（実施調査等）
第９条　甲は、必要があると認めるときは、業務の実施状況について随時調査し、乙に対して所要の報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。

　（損害の負担）
第10条　業務の実施について生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。
２　乙は、業務の実施に当たり第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。

　（実施状況報告書の提出）
第11条　乙は、仕様書に定める業務の実施を完了したときは、遅滞なく業務の実施状況に関する報告書（以下「実施状況報告書」という。）を甲に提出しなければならない。

　（検査）
第12条　甲は、前条の実施状況報告書に基づき、業務の成果について検査を行うものとする。

　（委託料の支払）
第13条　乙は、業務の成果が検査に合格したときは、委託料の支払請求書を甲に提出するものとする。
２　甲は、前項の定めにより乙の提出する適正な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に委託料を乙に支払うものとする。

　（業務の中止等）
第14条　乙は、災害その他やむを得ない事由により業務の遂行が困難となったときは、その事由及び経過を記載した文書を甲に提出し、甲の指示を受けなければならない。
２　甲は、前項の文書が提出されたときは、乙と協議の上、契約の解除又は一部の変更を行うものとする。
３　前項の規定により契約を解除するときは、前条の規定に準じて精算するものとする。

　（契約の解除）
第15条　甲は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、この契約を解除することができる。

（１）乙がこの契約に違反したとき又は契約の履行が不完全だと甲が認めたとき。
（２）乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
（３）乙の役員（乙の役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この項において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この項において「暴力団員」という。）であると認められるとき。
（４）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
（５）乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
（６）乙の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
（７）乙の役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。
２　乙は、前項の定めによる契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対してその補償を請求することができない。

　（損害賠償）
第16条　乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。

　（秘密の保持）
第17条　甲及び乙は、業務を実施するにあたり、各々から開示を受けた情報は本契約の目的のみに使用するものとし、次の各号の一に該当する情報を除き、互いに相手方の事前の合意なくして、第三者にこれを漏洩したり、開示してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
（１）情報開示者が提供・開示した時点で、すでに公知になっている情報
（２）情報開示者が提供・開示した以降に情報受領者の故意又は過失によらず公知となった情報
（３）情報開示者が提供・開示する以前に、情報受領者が所有・保有していた情報
（４）情報開示者が提供・開示した後、情報受領者が正当な権限を有する第三者より合法的に取得した情報

　（個人情報の保護）
第18条　乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

　（費用の負担）
第19条　この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

　（疑義等の決定）
第20条　この契約について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定する。

　この契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保管する。

令和８年　　月　　日
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